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平成１８年度鳥取県母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補

正予算

　平成１８年度鳥取県の母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計の補正予算は、次に定めると

ころによる。

（債務負担行為）

第１条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する

行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第１表債務負担行為」による。

　　平成１８年１１月２７日提出

鳥取県知事　　片　　山　　善　　博

議案第３号
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第１表　債務負担行為

事　　　　　　　項 期　　　　間 限　　　度　　　額

修 学 資 金 等 貸 付 金 平成１９年度から
平成２３年度まで １３１，９５８

千円


